
生涯活躍のまち形成支援チームについて
○「生涯活躍のまち」構想を推進する意向のある地方自治体の取組を通じて、地域における課題やニーズを把握・検討し、必
要に応じて政策支援等に反映していくことで、「生涯活躍のまち」構想に関する事業の具体化に向けた取組の普及・横展開
を図るため、内閣官房に「生涯活躍のまち形成支援チーム」を設置（H28.3.11）

※検討するテーマ等に合わせて
有識者や事業者に参画を依頼
する場合がある

※第２回生涯活躍のまち形成支
援チーム（H28.6.2）以降、
関係金融機関が参加

オブザーバー

生涯活躍のまち
形成支援チーム

都道府県・市町村
（検討の対象とする地方自治体）

内閣官房
まち・ひと・しごと
創生本部事務局

厚生労働省

経済産業省

国土交通省

文部科学省

構想の実現・普及に
向けた更なる政策支援等

地方自治体
・

関係事業者等
相談等

反映

情報
提供

※必要に応じて他省庁
の追加がありうる。

政策現場におけ
るニーズ・課題
等の把握・検討

検討成果の波及・横展開 （これまでの開催実績）
第１回：H28.3.11
第２回：H28.6.2
第３回：H29.3.22
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生涯活躍のまち形成支援チームの設置について 

１．趣旨 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」（平成 27 年 12 月

24日閣議決定）に基づき、「生涯活躍のまち」構想の実現に向けた地方公

共団体の取組が一層円滑に進められるよう、既存制度上の課題や隘路、関

係施策が連携した支援策の在り方等について検討し、構想に関する取組

の普及・横展開を図るため、関係府省が連携して「生涯活躍のまち形成支

援チーム」（以下「支援チーム」という。）を開催する。 

２．構成 

（１）支援チームの構成員は、別紙のとおりとする。ただし、チームリー

ダーは、必要があると認めるときは、構成員を追加することができ

る。 

（２）支援チームは、必要に応じ、有識者を含め関係者の出席を求めるこ

とができる。 

３．庶務 

支援チームの庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理す

る。 

４．運営 

（１）支援チームの配布資料及び議事要旨については、原則として、公表

する。ただし、チームリーダーが特に必要と認めるときは、配布資

料及び議事要旨の全部又は一部を公表しないものとすることがで

きる。 

（２）上記に定めるもののほか、具体の検討を進めるためのワーキングの

設置など会議の運営に関して必要な事項は、チームリーダーが定め

る。 

（参考） 
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（別紙） 

チームリーダー：内 閣 官 房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

地方創生総括官 

副チームリーダー：内 閣 官 房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 次長 

構 成 員：内 閣 官 房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 

内 閣 府 地方創生推進事務局 

文部科学省 大臣官房政策課 

 生涯学習政策局生涯学習推進課 

高等教育局高等教育企画課 

厚生労働省 老健局振興課 

 職業安定局高齢者雇用対策課 

経済産業省 地域経済産業グループ地域経済産業政策課 

国土交通省 住宅局住宅政策課 

 住宅局安心居住推進課 

土地・建設産業局不動産業課 

都市局都市政策課 

オブザーバー：一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人全国地方銀行協会 

一般社団法人第二地方銀行協会 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社日本政策金融公庫 

株式会社地域経済活性化支援機構 

独立行政法人住宅金融支援機構 

（H30.4.1現在） 

3



生涯活躍のまち形成支援チーム対象自治体の 
選定の考え方について 

１.現在の対象自治体の選定に当たっての考え方

○ 現在、「生涯活躍のまち形成支援チーム」の対象自治体として、
「生涯活躍のまち」構想に関する意向等調査の結果を踏まえ、「①
構想の推進意向」、「②一定の熟度」、「③多様性」の観点から、以下
の７自治体を選定しているところ。

≪支援チームの対象自治体≫ 

岩手県雫石町、新潟県南魚沼市、石川県輪島市、山梨県都留市、
長野県佐久市、鳥取県南部町、福岡県北九州市 

２.今後の対象自治体の追加に当たっての考え方

○ 「生涯活躍のまち」の制度化が盛り込まれた「地域再生法の一部
を改正する法律」の成立・施行（平成 28 年４月 20 日）により、
地域再生計画（生涯活躍のまち形成事業関係）の認定が進んでき
たところ。

○ このような状況を踏まえ、今後は、従前の７自治体に加えて、地
域再生計画（生涯活躍のまち形成事業関係）の認定を受けた自治
体について、当該自治体の意向を確認の上、生涯活躍のまち形成
支援チームにおける対象自治体として追加することとする。

≪上記の考え方に基づき追加された現在の支援チーム対象自治体≫ 
北海道函館市、岩手県雫石町、茨城県阿見町、千葉県匝瑳市、 
新潟県南魚沼市、石川県輪島市、山梨県都留市、長野県佐久市、 
静岡県南伊豆町、兵庫県三木市、鳥取県南部町、岡山県奈義町、 
広島県安芸太田町、徳島県三好市、福岡県北九州市、大分県別府市 

（計 16団体） 

黒字部分は生涯活躍のまち形成支援チーム

（第３回、H29.3.22）にて了承いただいた事項 

赤字部分はその後の動きを踏まえて追記 
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生涯活躍のまち形成支援チーム対象自治体について

◎福岡県北九州市

◎新潟県南魚沼市

◎鳥取県南部町

◎岩手県雫石町

◎長野県佐久市

◎石川県輪島市

◎山梨県都留市

◎北海道函館市

◎茨城県阿見町◎兵庫県三木市

◎岡山県奈義町

◎広島県安芸太田町

◎徳島県三好市

◎大分県別府市

青・・・平成29年５月に追加した自治体

黄・・・平成29年７月に追加した自治体

◎静岡県南伊豆町

◎千葉県匝瑳市

赤・・・当初の対象自治体（平成28年６月）
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